
刑事司法においては、客観的な証拠（特に、物証）に関しては、それが領置

や差押えされた時点の物そのものであって、捜査機関に加工される事態は想

定していない。

空き巣などの常習犯は指紋の渦の中心を残さないよう細心の注意を払う　指紋の渦の中心が指紋

識別の要となる

須崎検面調書二通の署名偽造をした　器用な高橋真検事は指の外郭で捺し印した　素人には難

しい手口である

須崎の員面調書（警察調書）は証拠提出されていない、本人名字と違う漢字で偽造署名をした。

そして高橋検察官は自分の指印を押した、検事面前調書はほぼ無条件で証拠能力を有して、判

決の基礎となる、偽造できる証拠では　検察はいつでも勝てる。

■再審請求却下４回　　これも凄い・・法廷で採取した指紋を他の者の指紋と入れ替えるという行

為の重大性・・

私の本当の検面調書は副検事が口述し、当時２５歳位の事務官が書き取ったのです。

しかし、裁判で出てきた調書の筆跡は素人の私が見ても副検事の跡です。 もう一つの鑑定は、私

の指紋と調書の指紋が完全に符合したという指紋鑑定結果でした。

しかし、後述するように、一致していませんでした。 事実は検事が調書を捏造し、自分で指印した

のです。 この調書に押してある指紋は私のものではないのです。







刑事たちは、さらに入念に捜査を続け、近隣の質屋をしらみつぶしにあたった。 すると・・・ある質

屋で、指紋の照合が出来る指紋が見つかった！！ 犯人の押した指印が不鮮明だったため、店主

は 2度もやり直しをさせていた。

犯人のはっきりとした指紋が手に入った！ そして指紋を照合した結果、警察はある人物を逮捕し

た。


